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増
毛
町
内
の
ハ
イ
ヤ
ー
事
業
は
、
昭

　

増
毛
町
内
の
ハ
イ
ヤ
ー
事
業
は
、
昭

和和
4040
年
に
増
毛
ハ
イ
ヤ
ー
株
式
会
社
が

年
に
増
毛
ハ
イ
ヤ
ー
株
式
会
社
が

発
足
し
た
の
が
始
ま
り
に
な
り
ま
す
。

発
足
し
た
の
が
始
ま
り
に
な
り
ま
す
。

　

同
社
の
廃
業
後
は
、
平
成

　

同
社
の
廃
業
後
は
、
平
成
1616
年
３
月

年
３
月

に
留
萌
三
交
ハ
イ
ヤ
ー
、
平
成

に
留
萌
三
交
ハ
イ
ヤ
ー
、
平
成
2222
年
に
年
に

明
日
萌
観
光
バ
ス
が
増
毛
営
業
所
と
し

明
日
萌
観
光
バ
ス
が
増
毛
営
業
所
と
し

て
ハ
イ
ヤ
ー
業
務
を
引
継
ぎ
、
令
和
元

て
ハ
イ
ヤ
ー
業
務
を
引
継
ぎ
、
令
和
元

年年
1111
月
か
ら
は
留
萌
市
の
小
鳩
交
通
が

月
か
ら
は
留
萌
市
の
小
鳩
交
通
が

町
内
運
行
を
開
始
し
ま
し
た
。

町
内
運
行
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
従
業
員
の
確
保
が
難
し
い

　

し
か
し
、
従
業
員
の
確
保
が
難
し
い

と
の
理
由
で
、
小
鳩
ハ
イ
ヤ
ー
も
令
和

と
の
理
由
で
、
小
鳩
ハ
イ
ヤ
ー
も
令
和

３
年
３
月
を
も
っ
て
撤
退
し
ま
し
た
。

３
年
３
月
を
も
っ
て
撤
退
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
撤
退
の
申
し
入
れ
の
時
点

　

町
で
は
、
撤
退
の
申
し
入
れ
の
時
点

か
ら
、
地
元
観
光
バ
ス
会
社
へ
の
委
託

か
ら
、
地
元
観
光
バ
ス
会
社
へ
の
委
託

や
、
個
人
ハ
イ
ヤ
ー
の
誘
致
、
有
償
運

や
、
個
人
ハ
イ
ヤ
ー
の
誘
致
、
有
償
運

送
制
度
の
導
入
を
検
討
し
ま
し
た
が
、

送
制
度
の
導
入
を
検
討
し
ま
し
た
が
、

ど
れ
も
実
現
に
至
ら
ず
、
同
年
４
月
か

ど
れ
も
実
現
に
至
ら
ず
、
同
年
４
月
か

ら
町
職
員
に
よ
る
無
償
運
送
を
開
始
し

ら
町
職
員
に
よ
る
無
償
運
送
を
開
始
し

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　

平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
の

　

平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
の

運
行
で
、
課
長
等
の
管
理
職
が
運
転
を

運
行
で
、
課
長
等
の
管
理
職
が
運
転
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

課
長
等
は
、
ハ
イ
ヤ
ー
の
電
話
が
か

　

課
長
等
は
、
ハ
イ
ヤ
ー
の
電
話
が
か

か
っ
て
く
る
と
仕
事
を
中
断
し
て
、
町

か
っ
て
く
る
と
仕
事
を
中
断
し
て
、
町

有
車
で
利
用
者
の
元
へ
向
か
い
ま
す
。

有
車
で
利
用
者
の
元
へ
向
か
い
ま
す
。

　

当
時
、
企
画
財
政
課
長
だ
っ
た
杉
山

　

当
時
、
企
画
財
政
課
長
だ
っ
た
杉
山

副
町
長
は
、
缶
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
差
し

副
町
長
は
、
缶
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
差
し

入
れ
を
お
断
り
す
る
の
に
苦
労
し
、
と

入
れ
を
お
断
り
す
る
の
に
苦
労
し
、
と

に
か
く
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
て
く
れ

に
か
く
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
て
く
れ

る
高
齢
者
が
多
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

る
高
齢
者
が
多
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
町
民
の
足
の
確
保
の
た
め

　

町
で
は
、
町
民
の
足
の
確
保
の
た
め

の
議
論
を
重
ね
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
、

の
議
論
を
重
ね
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
、

平
日
に
限
り
、
二
人
体
制
で
の
有
償
運

平
日
に
限
り
、
二
人
体
制
で
の
有
償
運

送
「
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー
」
の
運
行
を

送
「
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー
」
の
運
行
を

開
始
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

開
始
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

料
金
は
、
１

　

料
金
は
、
１
･･
７
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま

７
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま

で
３
０
０
円
。
以
降
、
７
０
０
メ
ー
ト

で
３
０
０
円
。
以
降
、
７
０
０
メ
ー
ト

ル
ご
と
に
１
０
０
円
を
加
算
と
、
一
般

ル
ご
と
に
１
０
０
円
を
加
算
と
、
一
般

の
ハ
イ
ヤ
ー
の
半
分
以
下
に
設
定
し
ま

の
ハ
イ
ヤ
ー
の
半
分
以
下
に
設
定
し
ま

し
た
。

し
た
。

　

無
償
運
送
期
間
の
１
日
の
平
均
輸
送

　

無
償
運
送
期
間
の
１
日
の
平
均
輸
送

人
員
は
８
名
で
し
た
が
、
有
償
運
送
に

人
員
は
８
名
で
し
た
が
、
有
償
運
送
に

な
っ
て
か
ら
は
１
日
最
大

な
っ
て
か
ら
は
１
日
最
大
4040
名
を
超
え

名
を
超
え

る
利
用
も
あ
り
ま
し
た
。

る
利
用
も
あ
り
ま
し
た
。

　

年
金
支
給
日
な
ど
は
特
に
利
用
が
多

　

年
金
支
給
日
な
ど
は
特
に
利
用
が
多

く
、
高
齢
者
に
無
償
期
間
に
利
用
し
な

く
、
高
齢
者
に
無
償
期
間
に
利
用
し
な

か
っ
た
理
由
を
聞
く
と
、「
役
場
の
課

か
っ
た
理
由
を
聞
く
と
、「
役
場
の
課

長
さ
ん
た
ち
が
運
転
し
て
い
る
の
で
、

長
さ
ん
た
ち
が
運
転
し
て
い
る
の
で
、

無
料
で
は
気
の
毒
で
乗
れ
な
い
」
と
い

無
料
で
は
気
の
毒
で
乗
れ
な
い
」
と
い

う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
７
月
か
ら
は
三
人
体
制
と

　

令
和
５
年
７
月
か
ら
は
三
人
体
制
と
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　あっぷるハイヤーは、曜日を問わず午前９時から午後５時まで営業。平日・土曜日・祝日は夜間運行と
して、午後５時から午前０時まで配車が可能（最終受付は午後１１時３０分まで）となっています。
※事前予約はできませんので、ご利用の際にお電話ください。あっぷるハイヤー 連絡先（☎５３－１０２２）
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こ
れ
ま
で
の
経
緯

有
償
運
送
の
開
始



な
り
、
土
日
祝
日
の
運
行
も
開
始
し
、

な
り
、
土
日
祝
日
の
運
行
も
開
始
し
、

ま
た
、
車
両
も
二
台
体
制
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
車
両
も
二
台
体
制
に
し
ま
し
た
。

同
年
同
年
1111
月
か
ら
は
、
午
後
５
時
か
ら
午

月
か
ら
は
、
午
後
５
時
か
ら
午

前
０
時
ま
で
の
夜
間
運
行
を
開
始
し
ま

前
０
時
ま
で
の
夜
間
運
行
を
開
始
し
ま

し
た
。

し
た
。

　

こ
の
夜
間
運
行
は
、
日
曜
日
は
実
施

　

こ
の
夜
間
運
行
は
、
日
曜
日
は
実
施

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
行
事
の
開
催
が
日

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
行
事
の
開
催
が
日

曜
日
に
な
っ
た
場
合
は
、
主
催
者
の
要

曜
日
に
な
っ
た
場
合
は
、
主
催
者
の
要

請
に
よ
り
臨
時
で
運
行
を
し
て
い
ま
す
。

請
に
よ
り
臨
時
で
運
行
を
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年

　

令
和
６
年
1010
月
か
ら
は
、
雄
冬
～
別

月
か
ら
は
、
雄
冬
～
別

苅
間
の
バ
ス
路
線
が
廃
止
に
な
っ
た
た

苅
間
の
バ
ス
路
線
が
廃
止
に
な
っ
た
た

め
、
バ
ス
料
金
設
定
で
岩
老
、
雄
冬
へ

め
、
バ
ス
料
金
設
定
で
岩
老
、
雄
冬
へ

運
行
し
て
い
ま
す
。

運
行
し
て
い
ま
す
。

　

町
民
の
足
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る

　

町
民
の
足
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る

  

「
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー
」
で
す
が
、
一

「
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー
」
で
す
が
、
一

番
の
課
題
は
、
増
毛
町
内
だ
け
の
運
行

番
の
課
題
は
、
増
毛
町
内
だ
け
の
運
行

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

地
域
交
通
会
議
の
場
で
は
、
留
萌
市

　

地
域
交
通
会
議
の
場
で
は
、
留
萌
市

ま
で
の
運
行
と
な
る
と
路
線
バ
ス
の
維

ま
で
の
運
行
と
な
る
と
路
線
バ
ス
の
維

持
確
保
が
で
き
ず
難
し
い
と
さ
れ
て
い

持
確
保
が
で
き
ず
難
し
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
利
用
者
は
延
べ

　

令
和
６
年
度
の
利
用
者
は
延
べ

１
万
９
１
０
人
で
、
前
年
と
比
べ
て

１
万
９
１
０
人
で
、
前
年
と
比
べ
て

３
９
３
３
人
（

３
９
３
３
人
（
5656
・
４
％
）
の
増
加
と

・
４
％
）
の
増
加
と

な
っ
て
い
ま
す
。
無
償
運
送
期
間
を
含

な
っ
て
い
ま
す
。
無
償
運
送
期
間
を
含

め
た
利
用
者
数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

め
た
利
用
者
数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

町
民
の
皆
さ
ま
に
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー

町
民
の
皆
さ
ま
に
あ
っ
ぷ
る
ハ
イ
ヤ
ー

が
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

が
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

な
お
、
年
度
別
の
利
用
者
数
は
左
記

　

な
お
、
年
度
別
の
利
用
者
数
は
左
記

の
通
り
で
す
。

の
通
り
で
す
。
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有
償
運
送
の
課
題

利
用
者
数
の
推
移

（年度）

（人）

年度別 利用者数
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12,000

６５４令和３

1,7691,769

4,2784,278

6,9776,977

10,91010,910

　月に数回あっぷるハイヤーを利用していますが、バ
スだと停留所での乗り降りが厳しいので、直接家に来
てくれるあっぷるハイヤーにはとても助かっています。
　診療所や買い物でこれからもあっぷるハイヤーを利
用したいです。

　夜間運行が始まった令和５年１１月から、月に数回あっぷるハイヤー
を利用するようになりました。飲食店やスナックへの行き帰りが主な
利用手段なので、夜間を中心にあっぷるハイヤーを利用したいです。

　私は令和５年１１月からハイヤーの運転手として町内を運転しています。
　日々の業務で、お客様からの「ありがとう」「すごく助かる」という心温
まる感謝の言葉がとても嬉しく、仕事のやりがいを感じます。
　ハイヤーは自宅や目的地から直接乗り降りでき、時間を気にすることな
く、お客様の都合の良い時間に電話連絡にて利用できます。快適に移動で
きる「あっぷるハイヤー」を是非ご利用よろしくお願いします。

髙山　広宣さん髙山　広宣さん
（運転手）（運転手）

工藤　ムラさん工藤　ムラさん

南　香織さん南　香織さん

あっぷる
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４／25
（金）

４／20
（土）

5／10
（土）こどもの日の由来を学ぶ

～認定こども園あっぷる「こどもの日の会」～

～ たのし毛（も～）にぎやか広場２０２５ ～
待ちわびた春が到来！増毛町の観光が開幕5／3（土）～

　　5／5（月）

　増毛町観光協会主催のたのし毛（も～）にぎやか広場２０２５が、5月3日から５日の３日間、
増毛駅周辺で開催されました。駅前広場では地元食材を活かしたキッチンカーや、焼き鳥、クレー
プなどの露店が日替わりで出店し、駅舎内では「ハンドメイドマルシェ」と銘打ち、手作りの雑
貨やアクセサリーが並びました。
　また、増毛小学校旧校舎では６月の本公開を前に先行して内部見学が行われ、校舎の歴史や昨
年デッサンされた黒板アートを堪能する来校者で賑わいました。
　その他、旧商家丸一本間家などの歴史的建造物や町内の飲食店も観光客で賑わい、増毛町の春
は盛大に始まりました。

　認定こども園あっぷる（村上仁園長）で「こど
もの日の会」が開かれました。
　始めに同園教諭からこどもの日の由来につい
て説明。その後、園児たちは童謡「こいのぼり」
を歌い、クラスごとに制作したこいのぼりを紹介
しました。
　続いて、「泳いで！こいのぼりリレー」と題し
て、こいのぼりを模した段ボールに園児が入り、
兜を被った園児が段ボールを押してゲームを楽し
みました。

　増毛アウトドアネットワーク山遊海主催の「春
のサイクリングツアー」が町内一円で開かれ、サ
イクリング愛好家ら２３名が参加しました。
　この日は時折雨が降る天候でしたが、参加者は
町内の水田や果樹園地帯などを約１５キロと３０
キロのコースに分かれて走行し、風景を楽しみな
がら軽快にペダルを漕いでいました。
　また、コース途中では増毛小学校旧校舎に立ち
寄り、写真撮影や校舎内の見学を楽しむ姿が見ら
れました。

～春のサイクリングツアー～

春の景色を堪能する
銀輪の旅４／24

（木）

４／23
（水）

４／19
（土）

４／２8
（月）

　北日本水産物株式会社（田谷克賴社長）から認
定こども園あっぷる（村上仁園長）の園児たちに
こいのぼりのイラストが描かれた特別パッケージ
の味付けカズノコ約90袋が寄贈されました。
　田谷社長は「元気で健やかに育ってほしい」と
願いを込めて、代表園児２名にカズノコを手渡し
ました。
　寄贈は、地元の食材に親しんでもらおうと、平
成28年から毎年行っていただいています。

町の子育て支援のために

～令和７年度 クリーン作戦～

元気で健やかに
育ってほしいと願い

～認定こども園あっぷるにカズノコを寄贈～ ～塩見建設（株）から町へ寄附～

～旧商家丸一本間家コスプレデー～

ゴミのないまち増毛町を
目指して

重要文化財で
コスプレを堪能

　町教育委員会主催のオープン直前イベント「第
３回旧商家丸一本間家コスプレデー」が開催され、
コスプレ愛好者など約25名が施設内の撮影を楽し
みました。
　このイベントはコスプレの撮影を通じて、若年
層に文化財の魅力を発信して施設のPRを図ろう
と、一昨年から実施。アニメ「ゴールデンカムイ」
やゲーム「刀剣乱舞」のキャラクターになりきって
写真撮影を行い、家族連れらの楽しそうな声が施
設内に響き渡っていました。

　まちを綺麗にして行楽客を迎えようと毎年実施
しているクリーン作戦が今年も行われ、町民のほ
か包括連携協定を締結している明治安田生命保険
相互会社、日本生命保険相互会社旭川支社など約
230名が参加しました。
　舎熊地区セイコーマート前浜などを中心に町内
海岸線で行われ、海岸に打ち上げられた空き缶や
ペットボトルなどのゴミを拾い集めました。
　１時間ほどの作業で約１,７００kgのゴミを回収
し、町の景観が良くなりました。

町の子育て支援のために

　北竜町の塩見建設株式会社（越田光行代表取締
役）から町に、子育て支援事業等に役立ててほし
いと、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附が
ありました。
　越田代表取締役は増毛町在住で、堀町長とは小
中学校時代からの同級生だった縁から、同社でも
増毛町出身の人材を多く雇用。「地道な協力を長
く続けていきたい」と話し、堀町長に寄附金を手
渡しました。
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４／25
（金）

４／20
（土）

5／10
（土）こどもの日の由来を学ぶ

～認定こども園あっぷる「こどもの日の会」～

～ たのし毛（も～）にぎやか広場２０２５ ～
待ちわびた春が到来！増毛町の観光が開幕5／3（土）～

　　5／5（月）

　増毛町観光協会主催のたのし毛（も～）にぎやか広場２０２５が、5月3日から５日の３日間、
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プなどの露店が日替わりで出店し、駅舎内では「ハンドメイドマルシェ」と銘打ち、手作りの雑
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　また、コース途中では増毛小学校旧校舎に立ち
寄り、写真撮影や校舎内の見学を楽しむ姿が見ら
れました。
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４／２8
（月）

　北日本水産物株式会社（田谷克賴社長）から認
定こども園あっぷる（村上仁園長）の園児たちに
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元気で健やかに
育ってほしいと願い

～認定こども園あっぷるにカズノコを寄贈～ ～塩見建設（株）から町へ寄附～
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か包括連携協定を締結している明治安田生命保険
相互会社、日本生命保険相互会社旭川支社など約
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　舎熊地区セイコーマート前浜などを中心に町内
海岸線で行われ、海岸に打ち上げられた空き缶や
ペットボトルなどのゴミを拾い集めました。
　１時間ほどの作業で約１,７００kgのゴミを回収
し、町の景観が良くなりました。

町の子育て支援のために

　北竜町の塩見建設株式会社（越田光行代表取締
役）から町に、子育て支援事業等に役立ててほし
いと、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附が
ありました。
　越田代表取締役は増毛町在住で、堀町長とは小
中学校時代からの同級生だった縁から、同社でも
増毛町出身の人材を多く雇用。「地道な協力を長
く続けていきたい」と話し、堀町長に寄附金を手
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★精神科・心療内科の医療について
　○みなぎこころクリニック（留萌市大町３丁目） ※旧荻野病院に通院していた患者さんを中心に診療
　　月～火 ９：００～１１：００、金 １３：００～１５：００（☎４３ー８９００）
　○留萌セントラルクリニック（留萌市栄町１丁目） ※完全予約制
　　脳外科、循環器内科に加え、６月２日から精神科・心療内科・内科の診療開始
　　月～水・金 ８：００～１１：３０、１３：００～１５：３０（☎４３ー９５００）

ナゼナニ？ナゼナニ？
　皆さん、特定健診受けていますか？増毛町では５人中３人以上受診しており、なんと北海道１７９市町
村中トップ１０入りの受診率です。（令和５年国保加入者）
　特定健診って何がわかるの？意味あるの？そんな疑問にお答えします！

★留萌保健所・健康推進課健康支援係
　○こころの健康相談　　
　　・一般相談（精神科医）：６月６日、８月１日、１１月７日（いずれも午後）
　　・思春期相談（公認心理士）：７月１５日（午後）、１０月２４日（午前）（☎４２ー８３２７）
　　　※事前申込みが必要です。

★相談窓口・支援
　○こころの健康相談統一ダイヤル（全国共通）
　　月～金 ９：００～２１：００、土日祝日 １０：００～１６：００（☎０５７０ー０６４ー５５６）
　○北海道いのちの電話　消えてしまいたい気持ちの時に…　（☎０１１ー２３１ー４３４３）
　○グリーフサポートリンク（ＮＰＯ法人全国自死遺族総合支援センター）
　　・自死遺族相談ダイヤル：木・日 １２：００～１８：００（祝日除く）（☎０３ー３２６１ー４３５０）
　　・わかちあいの会（オンラインあり）
　　　同じような体験を経た同士で、ありのままの思いを語り合う場（公式ＨＰあり）

・４０～７４歳の国保加入者、７５～７９歳の後期高齢保険加入者には特定健診受診券を送付しています。
・社会保険加入者の方は、会社や協会けんぽ等から特定健診受診券が配られる予定ですので、詳しくは
　下記の連絡先にお問い合わせください。

　身近な場所でこころの健康相談を受けたいときは、保健師（佐々木、小野）にご相談ください。そのほか、高齢
者の相談、介護保険の相談、障がい福祉の相談、虐待やDV、生活困窮、ひきこもりやニート、ケアラー（介護者）
などについても随時受け付けています。

【お問合せ先】役場福祉厚生課・保健指導係（☎５３ー３１１１）

【お問合せ先】地域包括支援センター（健康一番館内）（☎５３ー３１１１）

Q１ “特定健診”ってなんのため？ Q２ “なにも症状出てないし”、健診
　　 受けなくたって大丈夫でしょ！

Q４ 特定健診で“がん”かどうかが
　　 わかるものじゃなかったんだね？

Q３ “精密検査票”をもらったよ。
　   病院行くのがめんどくさいな。

特定健診はメタボに着目した健診です。脳
梗塞や心筋梗塞などの重大な病気につなが
る生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症
など）の予防と重症化を防ぐために重要です。

健診結果の精査には、やはり受診が大切で
す。生活習慣病以外に原因があることもあ
ります。早期発見・早期治療のため受診し
ましょう。

がん検診もぜひ受けましょう！がんの原因は
明らかになっていないこともありますが、生
活習慣病に起因しているものもあります。特
定健診で生活習慣について振り返り、がんの
リスクを遠ざけることができます。

生活習慣病は自覚症状のほとんどないまま
進行します。脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病な
どからくる自覚症状が出る前に、特定健診
を受け、生活習慣改善に役立てましょう。

～ もしあなたや、あなたの身近な方が悩みを抱えていたら、ぜひ相談してください ～
地域包括支援センターだより

　バイクは車体が小さく、車のドライバーからは、ミラー等の死角になって見落とされ
たり、距離感や速度感覚がわかりにくく、特に交差点では、いわゆる「右直事故」の当
事車両になったりするケースがあります。運転する際には、双方の車両の特性を理解し
た上で、お互いに慎重な運転を心掛けましょう。

【お問合せ先】留萌警察署（☎４２－０１１０）

二輪車の交通事故防止について二輪車の交通事故防止について

○交通ルール・マナーの遵守

○バイクの特性の理解

『スピードと  焦る気持ちに  ブレーキを』

　支払った保険料は、同一生計の家族の分を含めた全額が社会保険料控除の対象となり、
大きな節税効果を得られます。

　保険料の支払いが厳しい時などは、途中で脱退して保険料の支払いを一時停止することができます。この
場合、納められた保険料については、脱退後も農業者年金基金が運用を続け、将来、年金として支給されま
す。（脱退一時金はありません。）また、加入要件を満たせばいつでも再加入できるので、年金原資の積み立
てを再開できます。

○積立方式・確定拠出型の年金で、運用は安心です。
　（制度発足以降２１年間の運用利回りの平均は、年率で＋2.74％です。運用益は非課税で年金原資
　 として積み上がります。）
○年金を受け取る時には、公的年金による所得として公的年金等控除を受けることができます。
○死亡一時金は非課税です。

【お問合せ先】ＪＡるもい増毛支所（☎５３ー２０２７）  農業委員会事務局（☎５３ー１１１６）

※保険料支払分で控除される所得税＋復興特別所得税＋個人住民税の額の試算です。保険料支払い後も保険料
　支払い前と適用される税率に変更がないものとして試算しています。

農業者年金農業者年金農業者年金
保険料の全額が社会保険料控除の税制優遇措置を受けられます！

途中脱退、再加入も可能です！

課税対象所得

１９５万円以下 １５.１％ ３万６千円 １２万１千円
１６万２千円
２４万４千円

４万８千円
７万３千円

２０.２％
３０.４％

１９５万円超３３０万円以下
３３０万円超６９５万円以下

税　 率 保険料月額２万円
（年額２４万円）の場合

保険料月額６万７千円
（年額８０万４千円）の場合

知って得する！

　スピードの出し過ぎは、カーブを曲がりきれず対向車線にはみ出したり、路外へ逸脱
したりする事故に繋がります。また、ちょっとした路面の変化によりバランスを崩し、
転倒してしまうおそれもありますので、制限速度をしっかりと守りましょう。
　無理な追越しも、正面衝突等の重大事故に直結しますので絶対にやめましょう。
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・社会保険加入者の方は、会社や協会けんぽ等から特定健診受診券が配られる予定ですので、詳しくは
　下記の連絡先にお問い合わせください。
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　　 受けなくたって大丈夫でしょ！

Q４ 特定健診で“がん”かどうかが
　　 わかるものじゃなかったんだね？

Q３ “精密検査票”をもらったよ。
　   病院行くのがめんどくさいな。

特定健診はメタボに着目した健診です。脳
梗塞や心筋梗塞などの重大な病気につなが
る生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症
など）の予防と重症化を防ぐために重要です。

健診結果の精査には、やはり受診が大切で
す。生活習慣病以外に原因があることもあ
ります。早期発見・早期治療のため受診し
ましょう。

がん検診もぜひ受けましょう！がんの原因は
明らかになっていないこともありますが、生
活習慣病に起因しているものもあります。特
定健診で生活習慣について振り返り、がんの
リスクを遠ざけることができます。

生活習慣病は自覚症状のほとんどないまま
進行します。脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病な
どからくる自覚症状が出る前に、特定健診
を受け、生活習慣改善に役立てましょう。

～ もしあなたや、あなたの身近な方が悩みを抱えていたら、ぜひ相談してください ～
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課税対象所得
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知って得する！

　スピードの出し過ぎは、カーブを曲がりきれず対向車線にはみ出したり、路外へ逸脱
したりする事故に繋がります。また、ちょっとした路面の変化によりバランスを崩し、
転倒してしまうおそれもありますので、制限速度をしっかりと守りましょう。
　無理な追越しも、正面衝突等の重大事故に直結しますので絶対にやめましょう。
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お住まいの地域に「自主防災組織」はありますか？
　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚と連帯感に基づき、災害
による被害を予防・軽減することを目的に活動する組織で、誰でも無料で結成できます。
　過去の大規模災害では、家屋の倒壊や道路の寸断によって、緊急車両が現場へ行けなかった
ことに加え、消防職員や庁舎・消防車等も被災して、出動できない事態に陥りました。
　この様な状況下において、自主防災組織があることで地域住民が協力して救助活動が行われ、
多くの命が救われた事例がありました。もし、能登半島地震のような厳冬期の大地震で、倒壊
した家に家族が閉じ込められたら、あなた一人で助けられますか？

～発災時の「自助」「共助」「公助」～
災害への備えは、自助・共助・公助 の３つに分けられます。
　○ 自助／個人・家族 …１人１人が自分や家族の命を守ること。
　○ 共助／地域・自主防 …地域や近所で協力し助け合うこと。
　○ 公助／国や自治体 …消防・警察などによる救助・支援活動。
　　大規模災害という緊迫した特異的状況下において、 命を守る
　　ために重要なのが 「自助」と「共助」です。

　令和６年４月１日現在の自主防災組織活動カバー率は、全国平均85.4％、北海道は全
国40位の 76.9％、道内振興局別では留萌振興局49.4％と半分にも満たない低いカバー
率です。道内では100％の市町村が多数ある中で、増毛町は21.1％と低く管内カバー率
を下げています。

～増毛町の自主防災組織結成状況【５７自治会中１１自治会（１０組織）】～
○18区 自主防災会　　　　○19区 自主防災会　　 ○23－2区 自治会自主防災　  
○26区 自治会自主防災会　○28区 自主防災会　　 ○29区 自治会自主防災会
○29－3区 自主防災会　　　○36・45区 谷地町地区自主防災会 
○47－1区 自主防災会　　　○51区 自治会自主防災組織

～結成するには？～
○町内会や自治会の既存の防災部をそのまま代替する
○町内会や自治会単位で設立する
○新たに仲間を集めて結成する
※申請により、設立助成金（１万円）のほか、活動助成金を毎年受けることができます。

～防災担当者から一言～
　あなたが災害時でも確実に持てるものは、訓練や経験で得た知識だけであり、体験（訓練）
こそが「いざ」という時の備えになります。地域一丸となった防災への準備として、あなたの
地域にも是非、自主防災組織を作りましょう。

【お問合せ先】役場総務課主任／救急救命士・防災士・北海道域防災マスター （☎５３－１１１1）

～自主防災組織活動カバー率～

投票区・投票所の再編（統合）について投票区・投票所の再編（統合）について
　昨今、有権者数の減少や期日前投票制度が定着化されたことにより、選挙当日の投票所での
投票者数が減少しています。こうした投票所を取り巻く環境が大きく変化している中、投票管
理者や投票立会人の確保、投票所業務に従事する職員の配置にも苦慮する状況が続いています。
　本町では、平成 28年に 11投票区 11投票所から 9投票区 9投票所に見直しを行って以来、
投票区・投票所の見直しを行っていない状況です。このような背景から、増毛町選挙管理委員
会では、投票区及び投票所を次のとおり再編します。
　今回、再編された投票区及び投票所は、令和 7年度予定している選挙から適用します。変更
となる有権者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1. 本町の投票所数の経過について
平成 28年に 11カ所から９カ所に再編（岩尾・朱文別沢を廃止）

2. 投票区・投票所の再編理由について
（１）有権者数・投票者数の減少
・年100人ペースで有権者数が減少（8年で約 800人有権者減少：平成 27年～令和 5年知事選）
・当日の投票者が非常に少なく、体育館以外の投票所は、昼間は殆ど来場者がいない。
（２）期日前投票者数の増加
・投票総数に対する期日前投票率　　平成 27年知事選挙：32.9％（1,012 人 )
　　　　　　　　　　　　　　　   平成 31年知事選挙：40.4％(1,122 人 )
　　　　　　　　　　　　　　　   令和 5　年知事選挙：45.0％(998 人 )
（３）事務従事者の減少　　
・平成 27年⇒令和 5年　　町職員▲12人
　事務従事者　投票所５３人、管理者９名、計６２人（令和 5年知事選挙）
　　　　　　　開票所　　　　　　　　　延べ４９人（令和 5年知事選挙）
（４）投票立会人の高齢化（２名×９投票区）　投票立会人の「なり手不足」
・令和 5年知事選　40代：1名、50代：1名、60代：5名、70代：10名、80代：1名
（５）投票所施設（会館等）の老朽化

3. 投票区・投票所の再編（統合）について
　今後、更なる施設老朽化・有権者数の減少等も推測され、段階的に減らしても近い将来、更なる再編
が避けて通れないと思われることから、下記のとおり２カ所の投票区及び投票所に再編し、効率化を
図りたいと考えています。  また、再編に伴い、 廃止された投票所の地区へは、定時送迎車両の運行や
移動式期日前投票を行います。  また、新たな取り組みとして、投票所への個別送迎を行います。

【お問合せ先】役場総務課・選挙管理委員会（☎53-１１１１)

⇒

⇒
旧舎熊小学校
 (第2投票区投票所)

719
第６投票区投票所（舎熊寿の家） 220
第７投票区投票所（信砂生活改善ｾﾝﾀｰ） 102
第８投票区投票所（元阿分自治会館） 159
第９投票区投票所（阿分会館） 141

第３投票区投票所（小樽間内自治会館） 134
第４投票区投票所（町立体育館） 2,152
第５投票区投票所（箸別生活館） 97

投票区投票所　（現　行） R7.3.1
有権者数 投票区投票所 

R7.3.1
有権者数

第１投票区投票所（雄冬生活改善ｾﾝﾀｰ） 43

町立体育館
(第1投票区投票所)

2,459
第２投票区投票所（津田屋自治会館） 130



広報ましけ   2025.6広報ましけ   2025.6 89

お住まいの地域に「自主防災組織」はありますか？
　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚と連帯感に基づき、災害
による被害を予防・軽減することを目的に活動する組織で、誰でも無料で結成できます。
　過去の大規模災害では、家屋の倒壊や道路の寸断によって、緊急車両が現場へ行けなかった
ことに加え、消防職員や庁舎・消防車等も被災して、出動できない事態に陥りました。
　この様な状況下において、自主防災組織があることで地域住民が協力して救助活動が行われ、
多くの命が救われた事例がありました。もし、能登半島地震のような厳冬期の大地震で、倒壊
した家に家族が閉じ込められたら、あなた一人で助けられますか？

～発災時の「自助」「共助」「公助」～
災害への備えは、自助・共助・公助 の３つに分けられます。
　○ 自助／個人・家族 …１人１人が自分や家族の命を守ること。
　○ 共助／地域・自主防 …地域や近所で協力し助け合うこと。
　○ 公助／国や自治体 …消防・警察などによる救助・支援活動。
　　大規模災害という緊迫した特異的状況下において、 命を守る
　　ために重要なのが 「自助」と「共助」です。

　令和６年４月１日現在の自主防災組織活動カバー率は、全国平均85.4％、北海道は全
国40位の 76.9％、道内振興局別では留萌振興局49.4％と半分にも満たない低いカバー
率です。道内では100％の市町村が多数ある中で、増毛町は21.1％と低く管内カバー率
を下げています。

～増毛町の自主防災組織結成状況【５７自治会中１１自治会（１０組織）】～
○18区 自主防災会　　　　○19区 自主防災会　　 ○23－2区 自治会自主防災　  
○26区 自治会自主防災会　○28区 自主防災会　　 ○29区 自治会自主防災会
○29－3区 自主防災会　　　○36・45区 谷地町地区自主防災会 
○47－1区 自主防災会　　　○51区 自治会自主防災組織

～結成するには？～
○町内会や自治会の既存の防災部をそのまま代替する
○町内会や自治会単位で設立する
○新たに仲間を集めて結成する
※申請により、設立助成金（１万円）のほか、活動助成金を毎年受けることができます。

～防災担当者から一言～
　あなたが災害時でも確実に持てるものは、訓練や経験で得た知識だけであり、体験（訓練）
こそが「いざ」という時の備えになります。地域一丸となった防災への準備として、あなたの
地域にも是非、自主防災組織を作りましょう。

【お問合せ先】役場総務課主任／救急救命士・防災士・北海道域防災マスター （☎５３－１１１1）

～自主防災組織活動カバー率～

投票区・投票所の再編（統合）について投票区・投票所の再編（統合）について
　昨今、有権者数の減少や期日前投票制度が定着化されたことにより、選挙当日の投票所での
投票者数が減少しています。こうした投票所を取り巻く環境が大きく変化している中、投票管
理者や投票立会人の確保、投票所業務に従事する職員の配置にも苦慮する状況が続いています。
　本町では、平成 28年に 11投票区 11投票所から 9投票区 9投票所に見直しを行って以来、
投票区・投票所の見直しを行っていない状況です。このような背景から、増毛町選挙管理委員
会では、投票区及び投票所を次のとおり再編します。
　今回、再編された投票区及び投票所は、令和 7年度予定している選挙から適用します。変更
となる有権者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1. 本町の投票所数の経過について
平成 28年に 11カ所から９カ所に再編（岩尾・朱文別沢を廃止）

2. 投票区・投票所の再編理由について
（１）有権者数・投票者数の減少
・年100人ペースで有権者数が減少（8年で約 800人有権者減少：平成 27年～令和 5年知事選）
・当日の投票者が非常に少なく、体育館以外の投票所は、昼間は殆ど来場者がいない。
（２）期日前投票者数の増加
・投票総数に対する期日前投票率　　平成 27年知事選挙：32.9％（1,012 人 )
　　　　　　　　　　　　　　　   平成 31年知事選挙：40.4％(1,122 人 )
　　　　　　　　　　　　　　　   令和 5　年知事選挙：45.0％(998 人 )
（３）事務従事者の減少　　
・平成 27年⇒令和 5年　　町職員▲12人
　事務従事者　投票所５３人、管理者９名、計６２人（令和 5年知事選挙）
　　　　　　　開票所　　　　　　　　　延べ４９人（令和 5年知事選挙）
（４）投票立会人の高齢化（２名×９投票区）　投票立会人の「なり手不足」
・令和 5年知事選　40代：1名、50代：1名、60代：5名、70代：10名、80代：1名
（５）投票所施設（会館等）の老朽化

3. 投票区・投票所の再編（統合）について
　今後、更なる施設老朽化・有権者数の減少等も推測され、段階的に減らしても近い将来、更なる再編
が避けて通れないと思われることから、下記のとおり２カ所の投票区及び投票所に再編し、効率化を
図りたいと考えています。  また、再編に伴い、 廃止された投票所の地区へは、定時送迎車両の運行や
移動式期日前投票を行います。  また、新たな取り組みとして、投票所への個別送迎を行います。

【お問合せ先】役場総務課・選挙管理委員会（☎53-１１１１)

⇒

⇒
旧舎熊小学校
 (第2投票区投票所)

719
第６投票区投票所（舎熊寿の家） 220
第７投票区投票所（信砂生活改善ｾﾝﾀｰ） 102
第８投票区投票所（元阿分自治会館） 159
第９投票区投票所（阿分会館） 141

第３投票区投票所（小樽間内自治会館） 134
第４投票区投票所（町立体育館） 2,152
第５投票区投票所（箸別生活館） 97

投票区投票所　（現　行） R7.3.1
有権者数 投票区投票所 

R7.3.1
有権者数

第１投票区投票所（雄冬生活改善ｾﾝﾀｰ） 43

町立体育館
(第1投票区投票所)

2,459
第２投票区投票所（津田屋自治会館） 130



広報ましけ   2025.6広報ましけ   2025.6 1011 広報ましけ   2025.6広報ましけ   2025.6 1011

みんなでつくろう！犯罪のない安心・安全なまちを

　増毛町では、令和４年５月２７日の死亡事故
以来、交通死亡事故死ゼロが継続しており、令
和７年２月２０日には交通事故死ゼロが１０００日
を達成しました。
　町交通安全協会では独自に交通安全サクラ
ンボ作戦や事故ナシ・アップル作戦など交通
事故防止に繋がる運動を行っています。
　今後とも町交通安全協会や警察、学校等の
関係機関と連携のもと、町民が一丸となって
交通安全運動を行い、悲惨な交通事故を防ぐ
ための取組を継続していきましょう。
　また、令和５年４月から全ての自転車利用
者のヘルメット着用が努力義務化されました。
頭部を守るためにもヘルメットの着用を徹底
しましょう。

　６月に入り本格的な観光シーズンを迎えようとしている増毛町ですが、これから様々な犯罪
が起こりやすい時期にさしかかります。今年度も町内各団体や警察・行政との連携を図りなが
ら、町民一人ひとりの防犯意識をより高めていくことが必要です。

交通事故死ゼロ運動
～ 一日一日事故死ゼロを目指して ～

令和６年度 増毛町交通安全協会収支状況報告

科　　目
◇収入の部

会　　　   　費

雑　　　   　費

一般会費、自治会賛助金等

（単位：円）

町補助金

支部配布資材一部負担金等
交通安全協会基金
前年度繰越金

町　補　助　金

雑　　収　　入
委　　託　　金

基　金　繰　入　金
繰　　越　　金
寄　　付　　金
合　　計

金　　額
1,031,900
229,000 

605,985 
300,000 

0

221,305 
0

2,388,190

内　　訳

科　　目
◇支出の部

 ●差引残高　２１１,５４１ 円（次年度へ繰越）
　　　上記のとおり収支決算を報告します。

 増毛町交通安全協会　 会 長  岩崎　俊一

旅　　　   　費

総会、役員会等賄料

（単位：円）

啓発資材購入等
看板等設置資材修理等
支部活動費交付金等
会議出席旅費
事務用品費等
留萌地区交通安全協会連合会

基金積立金
広告料、慶弔費等

事　　業　　費
積　　立　　金

予　　備　　費
寄　　附　　金

施設及び資材代
助成金及び交付金

会　　議　　費
啓　　発　　費

事　　務　　費
負　　担　　金

合　　計

金　　額
125,274
583,660
436,207
371,750

2,176,649

11,840

28,330
0

500,000
69,070

0
0

50,518

内　　訳

増毛町内刑法犯発生状況（令和６年度）
罪　　種

放火
強制性行

殺人
強盗

小　計

小　計

小　計

小　計

忍び込み
空き巣
事務所荒らし
出店荒らし
倉庫荒らし
その他

車上狙い
自販機狙い
自動車盗
自転車盗
タイヤ盗
万引き
その他

詐欺横領
建造物侵入
公務執行妨害
暴行
恐喝
器物損壊
その他

R６ 比較

合　　計

侵　  入
窃　  盗

凶 悪 犯

そ の 他

非 侵 入
窃　  盗

0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
2
0
0
0
2
9

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2

R５

0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
2

3

0
2

△ 1

0
7

2

5

0
0
0
0
0

0
0

△ 1

0

令和６年度 増毛町防犯協会収支決算書

科　　目
◇収入の部 （単位：円）

町補助金

自治会賛助金（1,5２９戸）
団体賛助金（８０団体）

防犯研修会負担金等

前年度繰越金

町　補　助　金

雑　　収　　入

賛　　助　　金

基　金　繰　入　金
繰　　越　　金
合　　計

金　　額
142,000

1,074,600 

206,213
0

134,701
1,557,514

内　　訳

科　　目
◇支出の部

●差引残高　133,660 円（次年度へ繰越）
　 　上記のとおり収支決算を報告します。

　　　　　　　　　　　　　増毛町防犯協会　 会 長  合羽井　 達男

（単位：円）

事務用品費
パトロール、活動費等
光熱水費、修繕費等
広告料、各種負担金等

予　　備　　費

防犯センター管理費

会　　議　　費
事　　務　　費
事　　業　　費

諸　支　出　金

合　　計

金　　額
0

100,778
1,012,714
139,820
90,542

1,423,854
0
基金積立金積　　立　　金 80,000

内　　訳



　

増
毛
町
で
は
、
令
和
８
年
度
に

お
い
て
一
般
事
務
職
員
１
名
（
上

級
）
を
採
用
す
る
予
定
で
す
。
採

用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
記
の

日
程
で
行
わ
れ
る
職
員
採
用
資
格

試
験
を
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　

５
月
７
日
（
水
）
～

　
　
　
　
　
　

６
月
13
日
（
金
）

■
第
１
次
試
験
日

　

７
月
13
日
（
日
）

■
試
験
地　

　

苫
前
町
、
札
幌
市

■
そ
の
他

　

職
務
内
容
・
受
験
資
格
な
ど
詳

細
に
つ
い
て
は
「
令
和
８
年
度
留

萌
管
内
町
村
職
員
採
用
資
格
試
験

案
内
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
役
場
総
務
課
に
請
求
す
る
か
、

増
毛
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲

覧
し
て
く
だ
さ
い
。

　

役
場
総
務
課
・
庶
務
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
１
）

　

北
海
道
警
察
は
、
採
用
試
験
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

■
採
用
予
定
人
数

 

・
男
性
Ａ
区
分　

40
名
程
度

 

・
男
性
Ｂ
区
分　

140
名
程
度

 

・
女
性
Ａ
区
分　

20
名
程
度

 
・
女
性
Ｂ
区
分　

50
名
程
度

■
受
験
資
格

【
学
歴
】

 

・
Ａ
区
分　

学
校
教
育
法
に
よ
る

　

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
等

　

を
卒
業
し
た
者
（
令
和
８
年
３

　

月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
の
者

　

を
含
む
）

※
高
度
専
門
士
の
称
号
を
取
得
又

　

は
令
和
８
年
３
月
末
日
ま
で
に

　

取
得
見
込
の
者
を
含
む

 

・
Ｂ
区
分　

Ａ
区
分
以
外
の
者

【
年
齢
】

 

・
平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

　

20
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

　

た
者
（
令
和
８
年
４
月
１
日
現

　

在
で
18
歳
以
上
33
歳
未
満
）

　

留
萌
警
察
署

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や

税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税

務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
受
験
資
格

○
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て

　

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

　

を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起

　

算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な

　

い
者

○
令
和
８
年
３
月
ま
で
に
高
等
学

　

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

　

す
る
見
込
み
の
者

■
申
込
受
付
期
間

１
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

６
月
13
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
　

６
月
25
日
（
水
）

　

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

２
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が

で
き
な
い
場
合

　

受
験
を
希
望
す
る
第
１
次
試
験

地
を
所
轄
す
る
国
税
局
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
第
１
次
試
験
日

　

９
月
７
日
（
日
）

■
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日

　

10
月
９
日
（
木
）

■
第
２
次
試
験
日

　

10
月
15
日
（
水
）
～
24
日
（
金
）

の
う
ち
指
定
す
る
日

■
最
終
合
格
発
表
日

　

11
月
18
日
（
火
）

　

札
幌
国
税
局

　

人
事
第
２
課
採
用
担
当

（
☎
０
１
１
ー
２
３
１
ー
５
０
１
１

　

内
線
２
３
１
５
）

【
事
務
職
員
】

■
募
集
人
員

　

１
名

■
応
募
資
格

　

年
齢
18
歳
～
65
歳

■
勤
務
時
間

 

・
８
時
30
分
～
17
時
15
分

■
賃
金

○
月
額
１
５
８
，
３
０
０
円
～

■
手
当

　

各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

　

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採
用

　
（
応
相
談
）

【
特
養
介
護
員
】

■
募
集
人
員

　

若
干
名

■
応
募
資
格

　

年
齢
18
歳
～

（
上
限
な
し
、
健
康
で
あ
れ
ば
可
）

※
介
護
福
祉
士
、
介
護
職
員
初
任

　

者
研
修
修
了
以
上
の
方

■
勤
務
時
間

 

・
早
出
７
時
30
分
～
16
時
15
分

 

・
遅
出
９
時
30
分
～
18
時
15
分

■
勤
務
形
態

　

日
勤
２
交
替
制
の
勤
務

※
年
間
休
日
１
２
３
日
以
上

　
（
長
期
休
暇
あ
り
）

■
賃
金

○
有
資
格
者
（
初
任
者
研
修
）

　

月
額
１
８
０
，
９
０
０
円
以
上

○
有
資
格
者
（
介
護
福
祉
士
）

　

月
額
１
８
３
，
２
０
０
円
以
上

○
日
額
８
，
５
０
０
円
～

※
経
験
者
は
前
歴
を
考
慮
し
、
加

　

算
し
て
賃
金
を
決
定
し
ま
す
。

■
手
当

　

各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

　

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採
用

（
応
相
談
）

広報ましけ   2025.6広報ましけ   2025.6 1011 広報ましけ   2025.6広報ましけ   2025.6 1011

第
二
回
北
海
道
警
察
官

採
用
試
験

増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会

職
員（
増
毛
町
立
明
和
園
）

問

問

問

募
　
　
集

増
毛
町
職
員（
上
級
）

税
務
職
員

試
　
　
験

留萌管内町村職員
採用資格試験案内

（上級職）

国家公務員
採用試験

（税務職員）

みんなでつくろう！犯罪のない安心・安全なまちを

　増毛町では、令和４年５月２７日の死亡事故
以来、交通死亡事故死ゼロが継続しており、令
和７年２月２０日には交通事故死ゼロが１０００日
を達成しました。
　町交通安全協会では独自に交通安全サクラ
ンボ作戦や事故ナシ・アップル作戦など交通
事故防止に繋がる運動を行っています。
　今後とも町交通安全協会や警察、学校等の
関係機関と連携のもと、町民が一丸となって
交通安全運動を行い、悲惨な交通事故を防ぐ
ための取組を継続していきましょう。
　また、令和５年４月から全ての自転車利用
者のヘルメット着用が努力義務化されました。
頭部を守るためにもヘルメットの着用を徹底
しましょう。

　６月に入り本格的な観光シーズンを迎えようとしている増毛町ですが、これから様々な犯罪
が起こりやすい時期にさしかかります。今年度も町内各団体や警察・行政との連携を図りなが
ら、町民一人ひとりの防犯意識をより高めていくことが必要です。

交通事故死ゼロ運動
～ 一日一日事故死ゼロを目指して ～

令和６年度 増毛町交通安全協会収支状況報告

科　　目
◇収入の部

会　　　   　費

雑　　　   　費

一般会費、自治会賛助金等

（単位：円）

町補助金

支部配布資材一部負担金等
交通安全協会基金
前年度繰越金

町　補　助　金

雑　　収　　入
委　　託　　金

基　金　繰　入　金
繰　　越　　金
寄　　付　　金
合　　計

金　　額
1,031,900
229,000 

605,985 
300,000 

0

221,305 
0

2,388,190

内　　訳

科　　目
◇支出の部

 ●差引残高　２１１,５４１ 円（次年度へ繰越）
　　　上記のとおり収支決算を報告します。

 増毛町交通安全協会　 会 長  岩崎　俊一

旅　　　   　費

総会、役員会等賄料

（単位：円）

啓発資材購入等
看板等設置資材修理等
支部活動費交付金等
会議出席旅費
事務用品費等
留萌地区交通安全協会連合会

基金積立金
広告料、慶弔費等

事　　業　　費
積　　立　　金

予　　備　　費
寄　　附　　金

施設及び資材代
助成金及び交付金

会　　議　　費
啓　　発　　費

事　　務　　費
負　　担　　金

合　　計

金　　額
125,274
583,660
436,207
371,750

2,176,649

11,840

28,330
0

500,000
69,070

0
0

50,518

内　　訳

増毛町内刑法犯発生状況（令和６年度）
罪　　種

放火
強制性行

殺人
強盗

小　計

小　計

小　計

小　計

忍び込み
空き巣
事務所荒らし
出店荒らし
倉庫荒らし
その他

車上狙い
自販機狙い
自動車盗
自転車盗
タイヤ盗
万引き
その他

詐欺横領
建造物侵入
公務執行妨害
暴行
恐喝
器物損壊
その他

R６ 比較

合　　計

侵　  入
窃　  盗

凶 悪 犯

そ の 他

非 侵 入
窃　  盗

0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
2
0
0
0
2
9

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2

R５

0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
2

3

0
2

△ 1

0
7

2

5

0
0
0
0
0

0
0

△ 1

0

令和６年度 増毛町防犯協会収支決算書

科　　目
◇収入の部 （単位：円）

町補助金

自治会賛助金（1,5２９戸）
団体賛助金（８０団体）

防犯研修会負担金等

前年度繰越金

町　補　助　金

雑　　収　　入

賛　　助　　金

基　金　繰　入　金
繰　　越　　金
合　　計

金　　額
142,000

1,074,600 

206,213
0

134,701
1,557,514

内　　訳

科　　目
◇支出の部

●差引残高　133,660 円（次年度へ繰越）
　 　上記のとおり収支決算を報告します。

　　　　　　　　　　　　　増毛町防犯協会　 会 長  合羽井　 達男

（単位：円）

事務用品費
パトロール、活動費等
光熱水費、修繕費等
広告料、各種負担金等

予　　備　　費

防犯センター管理費

会　　議　　費
事　　務　　費
事　　業　　費

諸　支　出　金

合　　計

金　　額
0

100,778
1,012,714
139,820
90,542

1,423,854
0
基金積立金積　　立　　金 80,000

内　　訳



【
調
理
員
】

■
募
集
人
員

　

１
名

■
応
募
資
格

　

年
齢
18
歳
～

（
上
限
な
し
、
健
康
で
あ
れ
ば
可
）

※
無
資
格
可

■
勤
務
時
間

 

・
早
出
６
時
00
分
～
14
時
45
分

 

・
遅
出
９
時
15
分
～
18
時
00
分

■
勤
務
形
態

　

日
勤
２
交
替
制
の
勤
務
・
週
休

２
日
制

※
年
間
休
日
１
２
３
日
以
上

　
（
長
期
休
暇
あ
り
）

※
時
間
給
希
望
の
場
合
、
勤
務
日

　

数
や
勤
務
時
間
を
調
整
す
る
こ

　

と
が
で
き
ま
す
。（
応
相
談
）

■
賃
金

○
資
格
な
し

　

月
額
１
６
１
，
３
０
０
円
以
上

※
経
験
者
は
前
歴
を
考
慮
し
、
加

　

算
し
て
賃
金
を
決
定
し
ま
す
。

※
時
間
給
等
を
希
望
の
場
合
は
要

　

相
談

■
手
当

　

各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

　

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採
用

　
（
応
相
談
）

　

増
毛
町
立
明
和
園

　
（
☎
５
３
ー
１
６
０
１
）

　

町
営
住
宅
に
空
き
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
左
記
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

■
住
宅
所
在
地

①
南
暑
寒
町
７
丁
目

②
暑
寒
海
岸
町

■
団
地
名
・
募
集
戸
数

①
ア
ッ
プ
ル
団
地　

３
戸

※
全
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
除
雪
当
番
が

　

あ
り
ま
す

②
か
も
め
改
良
団
地　

４
戸

※
２
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
除
雪
当
番
が

　

あ
り
ま
す

■
住
宅
料

①
２
０
，
０
０
０
円
～

　
　
　
　

３
５
，
０
０
０
円
程
度

（
共
益
費
：
５
０
０
～
１
０
０
０

円
程
度
）

※
年
間
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

②
２
１
，
０
０
０
円
～

　
　
　
　

２
７
，
０
０
０
円
程
度

（
共
益
費
：
３
０
０
０
～
４
０
０

０
円
程
度
）

■
資
格
要
件

①
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
収
入
基
準
を
超
え
て
い
な
い
こ

　

と

 

・
公
営
住
宅
：
世
帯
所
得
の
合
計

　

が
月
額
１
５
８
，
０
０
０
円
以

　

下

 

・
改
良
住
宅
：
世
帯
所
得
の
合
計

　

が
月
額
１
１
４
，
０
０
０
円
以

　

下
■
申
込
方
法

　

役
場
建
設
課
建
築
係
で
申
込
書

を
受
取
り
、
関
係
書
類
を
添
え
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

役
場
建
設
課
・
建
築
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
５
）

　

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
発

熱
や
風
邪
症
状
（
発
熱
な
く
て
も

咳
や
喉
の
痛
み
、鼻
水
等
の
症
状
）

が
あ
る
方
は
、
直
接
診
療
所
へ
お

越
し
い
た
だ
く
前
に
、
９
時
以
降

に
必
ず
お
電
話
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
症
状
に
つ
い

て
迷
わ
れ
て
い
る
場
合
も
一
度
お

電
話
に
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
ご
面
倒
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
街
診
療
所

　
（
☎
５
３
ー
１
８
１
１
）

　　

こ
れ
ま
で
行
政
相
談
委
員
と
し

て
委
嘱
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
庄
司

道
子
さ
ん
に
代
わ
り
、
吉
田
章
さ

ん
が
令
和
7
年
4
月
1
日
付
け
で

総
務
大
臣
か
ら
行
政
相
談
委
員
に

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
行
政
相
談
委

員
は
役
所
と
皆
さ
ま
の
パ
イ
プ
役

で
す
。
年
金
・
道
路
・
雇
用
・
労

働
問
題
な
ど
国
の
仕
事
や
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
、
困
り
ご
と
や
苦
情

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
行
政
相
談
委

員
が
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
・
秘
密
は
守
り
ま
す
。

お
気
軽
に
、
行
政
相
談
委
員
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

■
場
所

　

増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー

　

１
階
会
議
室

■
日
時

　

毎
月
第
4
火
曜
日
の
午
前
10
時

か
ら
午
前
12
時
。

■
利
用
方
法

　

会
場
に
て
受
付
・
相
談
対
応
を

し
ま
す
。

　

役
場
総
務
課
・
庶
務
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
１
）

　

増
毛
町
合
同
墓
の
令
和
７
年
６

月
の
納
骨
日
に
つ
い
て
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
納
骨
日

　

６
月
27
日
（
金
）

■
納
骨
可
能
時
間

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

　

14
時
00
分
～
16
時
00
分

※
納
骨
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必

　

ず
納
骨
日
の
前
日
ま
で
に
申
請

　

手
続
き
及
び
予
約
を
完
了
し
て

　

く
だ
さ
い
。
特
に
、
他
の
墓
地

　

等
か
ら
の
改
葬
の
場
合
は
時
間

　

を
要
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
の

　

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
申

　

請
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
増
毛

　

町
役
場
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

　

た
は
広
報
ま
し
け
４
月
号
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

※
合
同
墓
に
一
度
納
骨
し
た
焼
骨

　

は
、
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
ま

　

せ
ん
。
ご
使
用
に
あ
た
っ
て
は
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問

市
街
診
療
所
か
ら
の

お
願
い
に
つ
い
て

行
政
に
関
す
る
苦
情
・
要

望
は
、
行
政
相
談
委
員
へ

増
毛
町
合
同
墓
の
納
骨
日

（
令
和
７
年
６
月
）に
つ
い
て

問

問 問

町
営
住
宅
空
家
情
報

　
　

  

（
６
月
1
日
現
在
）

お
知
ら
せ

増毛町合同墓
について



　

申
請
す
る
方
だ
け
で
決
め
ず　

　

に
、
必
ず
他
の
親
族
等
と
ご
相

　

談
の
上
、検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

　

役
場
企
画
財
政
課
・
管
財
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
０
）

　

７
月
１
日
（
更
生
保
護
の
日
）

か
ら
1
ヵ
月
間
は
「
社
会
を
明
る

く
す
る
運
動
」
強
調
月
間
で
す
。

　

地
域
の
連
携
を
強
め
、
犯
罪
や

非
行
を
抑
制
す
る
力
を
増
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
啓
発
活
動

を
行
い
ま
す
。

■
主
な
活
動

 

・
街
頭
啓
発
活
動

 

・
児
童
生
徒
「
作
文
・
標
語
コ
ン

　

テ
ス
ト
」

　

留
萌
地
区
保
護
司
会

　
（
留
萌
市
・
増
毛
町
・
小
平
町
）

　
（
☎
４
２
ー
０
０
５
５
）

　
「（
仮
称
）
新
礼
受
ウ
ィ
ン
ド

フ
ァ
ー
ム
事
業　

計
画
段
階
環
境

配
慮
書
」
の
縦
覧
を
左
記
の
と
お

り
行
い
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

【
縦
覧
図
書
】

　
（
仮
称
） 

新
礼
受
ウ
ィ
ン
ド

フ
ァ
ー
ム
事
業
計
画
段
階
環
境
配

慮
書

【
事
業
実
施
想
定
区
域
】

　

留
萌
市
、
増
毛
町

【
事
業
者
名
称
】

　

コ
ス
モ
エ
コ
パ
ワ
ー
株
式
会
社

【
縦
覧
場
所
】

 
・
増
毛
町
役
場　

商
工
観
光
課

 

・
増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー

 

・
留
萌
振
興
局

　

保
健
環
境
部
環
境
生
活
課

 

・
留
萌
市
役
所

　

都
市
環
境
部
環
境
保
全
課

 

・
電
子
縦
覧
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

【
縦
覧
期
間
】

　

６
月
26
日
（
木
）
～

　
　
　
　
　
　

７
月
28
日
（
月
）

（
い
ず
れ
も
開
庁
・
開
館
時
の
み
）

　

コ
ス
モ
エ
コ
パ
ワ
ー
株
式
会
社

（
東
京
都
品
川
区
大
崎
１
丁
目
６

番
１
号
Ｔ
Ｏ
Ｃ
大
崎
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
）

（
☎
０
３
ー
５
４
８
７
ー

８
５
８
０
） 　

増
毛
町
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
２

０
２
５
を
開
催
し
ま
す
。

■
テ
ー
マ

　

～
味
覚
の
宝
庫
増
毛
町
～

　

海
産
物
・
農
産
物
や
食
の
魅
力

が
伝
わ
る
写
真
を
大
募
集
！

■
募
集
期
間

　

６
月
１
日
（
日
）
～

　
　
　
　

10
月
31
日
（
金
）
必
着

■
賞
・
賞
品

【
一
般
の
部
】

 

・
最
優
秀
賞
（
１
点
以
内
）

　
　
　
　
　

２
万
円
相
当
の
賞
品

 

・
優
秀
賞
（
２
点
程
度
）

　
　
　
　
　

１
万
円
相
当
の
賞
品

 

・
入
選
（
２
点
程
度
）

　
　
　
　
　

３
千
円
相
当
の
賞
品

【
学
生
の
部
】

 

・
最
優
秀
賞
（
１
点
以
内
）

　
　
　
　
　

１
万
円
相
当
の
賞
品

 

・
優
秀
賞
（
２
点
程
度
）

　
　
　
　
　

５
千
円
相
当
の
賞
品

 

・
入
選
（
２
点
程
度
）

　
　
　
　
　

２
千
円
相
当
の
賞
品

■
そ
の
他

　

応
募
規
定
や
応
募
方
法
等
に
つ

き
ま
し
て
は
広
報
ま
し
け
６
月
号

の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
２
）
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７
月
は
「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」
強
化
月
間

風
力
発
電
事
業
に
係
る

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
の

縦
覧

増
毛
町
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

 

２
０
２
５
の
開
催
に
つ
い
て

問問

問

問

計画段階環境
配慮書

藤
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

◇
日
曜
当
番
医
◇

【
６
月
15
日
】（
留
萌
市
）

（
宮
園
町
１ 

☎
４
２
ー
１
６
６
０
）

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

　

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問新着本案内 総合交流促進施設元陣屋（電話 53–3522）

禁忌の子 もしものせかい山口　未桜 著 ヨシタケ　シンスケ 作
　救急医の元に搬送されてきた溺
死体。その身元不明の遺体は、な
んと救急医とソックリだった。彼は
なぜ死んだのか。追わずにはいら
れない謎。現役医師が描く医療本
格ミステリー。

　やあ、おはよう。突然で申し訳
ないんだけど、僕「もしものせかい」
に行くことになりました。「もしも
何かをなくしたら」「もしも戻って
こないなら」何度も読み返して欲
しい新しい絵本。

昨
年
の
優
秀
賞
作
品（
一
般
の
部
）

「
増
毛
小
学
校
旧
校
舎
と
暑
寒
別
岳
」



　

旭
川
地
方
法
務
局
留
萌
支
局
で

は
、「
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
」

及
び
「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制

度
」
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。
本
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
相

続
登
記
に
必
要
な
書
類
や
自
筆
証

書
遺
言
書
の
メ
リ
ッ
ト
や
作
成
の

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

相
続
登
記
や
遺
言
書
の
こ
と
を

知
り
た
い
方
は
、
是
非
ご
参
加
く

だ
さ
い
。（
当
日
は
個
別
の
相
談

は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

了
承
願
い
ま
す
。）

■
日
時

　

７
月
23
日
（
水
）

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

■
場
所

　

留
萌
市
大
町
２
丁
目
12
番
地　

　

留
萌
地
方
合
同
庁
舎

　

２
階
会
議
室

■
定
員

　

先
着
20
名
（
要
予
約
）

■
費
用

　

参
加
無
料

　

旭
川
地
方
法
務
局
留
萌
支
局

　
（
☎
４
２
ー
０
４
９
２
）

　

生
ご
み
コ
ン
ポ
ス
ト
の
発
酵
促

進
剤
（
ぼ
か
し
）
の
講
習
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
開
催
に

あ
た
り
資
材
の
準
備
の
関
係
上
、

最
低
開
催
人
数
を
５
名
、
最
大
受

講
者
数
を
10
名
ま
で
と
し
ま
す
。

■
日
時

　

６
月
25
日
（
水
）

　

13
時
30
分
よ
り

■
場
所

　

増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー

■
講
師

　

山
下　

惇

■
申
込
期
限

　

６
月
16
日
（
月
）
ま
で

　

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
２
）

　

国
内
企
業
等
に
お
け
る
深
刻
な

人
手
不
足
や
外
国
人
技
能
実
習
制

度
の
活
用
に
よ
る
外
国
人
雇
用
の

増
加
に
伴
い
、
一
部
の
外
国
人
に

よ
る
不
法
滞
在
や
不
法
就
労
な
ど

の
犯
罪
増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

在
留
カ
ー
ド
を
偽
造
し
て
不
法

就
労
し
た
り
、
在
留
資
格
を
不
正

に
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

偽
装
結
婚
を
す
る
な
ど
、
手
口
は

悪
質
・
巧
妙
化
し
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
犯
罪
に
国
際
的
な
犯
罪
組

織
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。

　

地
域
の
安
全
を
妨
げ
る
国
際
犯

罪
組
織
の
暗
躍
を
防
止
す
る
た
め

に
は
、
警
察
や
関
係
機
関
の
み
な

ら
ず
、
道
民
の
皆
様
の
ご
協
力
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も
構
い

ま
せ
ん
の
で
、「
お
か
し
い
な
？
」

と
思
っ
た
ら
、
警
察
に
通
報
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

留
萌
警
察
署
・
警
務
課

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）
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問

問

問

コ
ン
ポ
ス
ト
発
酵
促
進
剤

（
ぼ
か
し
）講
習
会
の
開
催

に
つ
い
て

不
法
就
労
・
不
法
滞
在
防

止
の
ご
理
解
・
ご
協
力
に

つ
い
て

「
相
続
・
遺
言
セ
ミ
ナ
ー
」

の
開
催
に
つ
い
て

令和７年度 春の自動車診断・住宅診断の調査結果について
　増毛町防犯協会（合羽井達男会長）は、５月１６日（金）
に春の自動車診断、５月１７日（土）に春の住宅診断を実施
しました。５月から本格的な観光シーズンを迎え、盗難や
空き巣被害に遭わないように、１人１人が細心の注意を払
うことが大切です。
　自動車から離れるときは、必ず施錠することを心掛け、
車内に財布や携帯電話等の貴重品を置いたままにしないよ
うにしましょう。
　住宅は、外出時には必ず施錠し、在宅時でも必ず施錠す
ることを心掛けましょう。
　なお、診断結果については下記の通りです。

春の住宅診断のようす

■自動車診断
　調査台数：１３６台［良好：１２５台、ドア鍵なし：１１台（エンジンキー付き４台）］
■住宅診断
　調査戸数：２２６戸［良好：１５６戸、不在鍵なし：１４戸、在宅鍵なし：５６戸］桂本 090－6262－5034
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●広報ましけ6月号発行
●総合健診（個別通知）旭川がん検診センター
●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●草の特別収集日
　市街地区（４丁目通線から暑寒沢まで）・
　別苅・岩尾・雄冬
●乳幼児相談　9：30～11:30　健康一番館
●ベビーマッサージ教室　10：00～11:00　
　　健康一番館

●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●広報ましけ７月号発行
●乳幼児相談　9：30～11:30　健康一番館
●ベビーマッサージ教室　10：00～11:00　
　　健康一番館　

●定例行政相談所開設　10：00～12：00
　　文化センター
●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　1８：30～1９：40
　　文化センター

●町民健康相談　9：00～11：30　健康一番館
●脳生き生き音楽教室　1０：30～1１：３0
　　健康一番館
●日本脳炎・二種混合・子宮頸がん予防接種
　  15：30～16：00　市街診療所

●増毛小学校運動会

●認定こども園あっぷる運動会
●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール

☆粗大ごみ申込受付最終日
●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール

7
8

家庭ごみの収集日について
マ
ー
ク
の
見
方

生ごみ 可燃系埋立ごみ 不燃系埋立ごみ プラ製容器 ペットボトル
金属類、危険ごみ 粗大ごみかん、びん 木くず

紙製容器、雑がみ、白色トレイ、発泡スチロール 新聞・チラシ類、雑誌、ダンボール、紙パック

生

木 金属・危険

可 燃 不 燃

粗 大

プ ラ ペット

か・び

資源1 資源2

粗大ごみの収集について（毎月第４月曜日） ■ 留萌南部衛生組合（電話43-2555・43-2588）問
①１回の収集につき５点までしか出すことができません。 粗大ごみ収集の申込は9：00～17：00（受付最終日は15：00）ま
　でに、 留萌南部衛生組合 （電話43-2555・43-2588）に電話申込してください。 その際にステーション番号を忘れずに
　伝えてください。
※ 「ごみ分別ハンドブック」 では、申込は2日前の15：00までとなっていますが、 増毛町の場合は、３日前（休日の場合、
　その前日） の15：00までとなります。
②ごみ袋販売店にて粗大ごみ処理券を購入し、 当該粗大ごみに貼り付け、 収集日の9：00までにごみステーション横又は
　自宅前に出してください。
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●関節健康トレーニング　1０：30～1１：３0　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　1８：30～1９：4０
　　文化センター

●脳生き生き音楽教室　1０：30～1１：３0
　　健康一番館
●小児肺炎球菌・ＢＣＧ予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●脳生き生き音楽教室　1０：30～1１：３0
　　健康一番館
●麻疹風疹・水痘予防接種　15：30～16：00
　　市街診療所

●脳生き生き音楽教室　1０：30～1１：３0
　　健康一番館
●五種混合・Ｂ型肝炎・ロタ予防接種 
　　15：３０～16：00　市街診療所

●町民スクール第１回講座
　「三國シェフが描く未来の増毛」
　　14：00～　文化センター

●暑寒別岳山開き（予定）

●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●フレイル予防教室　10：00～11：30
　　老人福祉センター２階
●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●総合健診（個別通知）旭川がん検診センター
●献血車「ひまわり号」巡回　10：00～16：00
　　増毛町役場、文化センター
●関節健康トレーニング　1０：30～1１：３0　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　1８：30～1９：4０
　　文化センター

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター中ホール


